
令和５年度 越谷市社会福祉施設等指導監査実施結果 

 

１ 集団指導 

 集団指導は、介護給付等(介護)、自立支援給付等(障がい)、施設型給付等(保育)の対象施

設・事業所に対し、正確な情報伝達・共有による不正等の行為の未然防止を目的として、年

1回、講習等の形式で実施しております。 

 令和 5年度は、コロナ禍後の効果的な実施方法を模索し、以下のように実施しました。 

○実施方法 

種別 方法 

介護保険サービス オンラインシステム(Zoomミーティング) 

市ホームページ掲載資料の閲覧 障害福祉サービス 

保育施設等 
市ホームページ掲載資料の閲覧 

集合形式 

 

○参加数 

種別 対象数 参加数 参加率 

介護保険サービス 438 310 71％ 

障害福祉サービス(障害者) 256 183 71％ 

障害福祉サービス(障害児) 146 85 58％ 

保育施設等 176 114 65％ 

 

 

２ 一般指導監査・指導(定期実地指導) 

 施設や各種サービス事業者の運営状況を確認し、適正な事業運営及び施設運営を図るとと

もに、各種サービス等の質の確保及び給付費請求の適正化を図ることを目的に実施しており

ます。また、当該指導監査に合わせ、市が権限を有する事業者に対する、業務管理体制検査、

市が所轄庁となる社会福祉法人の法人運営に対する指導監査を実施しております。 

 令和 5年度は、以下のとおり実施しました。 

○実施件数 

種別 予定 実績 実施率 

社会福祉法人 7 6 86％ 

介護保険サービス 147 117 80％ 

障害福祉サービス(障害者) 94 80 85％ 

障害福祉サービス(障害児) 39 43 110％ 

保育施設等 103 53 51％ 

 

 

 

 



○指摘件数 

種別 指導事項 注意事項 助 言 指摘なし 

社会福祉法人 0 27 38 0 

介護保険サービス 11 108 243 0 

障害福祉サービス(障害者) 21 166 172 0 

障害福祉サービス(障害児) 4 60 91 0 

保育施設等 0 21 36 27 

※指摘事項は、指導内容の軽重により指導・注意・助言にランク分けしています。 

 指導事項・・・改善のための必要な措置をとるべき事項 

 注意事項・・・違反の程度が軽微である事項又は指導を行わずとも改善が見込まれる事項 

 助言・・・事業運営に資するものと考えられる事項 

 

 

３ 特別指導監査・監査 

 「一般指導監査・指導(定期実地指導)」に対し、運営に不正又は著しい不当があったこと

を疑うに足る理由があるときなどは「特別指導監査・監査」を実施しております。なお、監

査ではその報告等が虚偽である場合においては、サービスの指定取り消しや罰金などの強い

罰則規定がある点において、指導とは大きく異なります。 

 令和 5年度は、以下のとおり実施しました(一部継続して実施中)。なお、施設数(拠点数)

で計上しております。 

○違反・不正の疑い件数 

種別 人員基準 運営基準 
虐待・人格 

尊重義務 
不正請求 

不正の手段

による指定 

介 護 1 0 2 1 0 

障 害 1 0 0 2 1 

障害児 3 0 0 1 2 

保 育 0 0 0 5 0 

 

○結果件数 

種別 処分 改善指導 指導なし 継続中 

介 護 0 2 1 1 

障 害 0 0 1 3 

障害児 0 4 0 2 

保 育 0 5 0 0 

 


